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三田市条例第  号 

 

三田市手数料条例の一部を改正する条例 

 

 三田市手数料条例（昭和５１年三田市条例第１１号）の一部を次のように改正す

る。 

 別表第３０号の２から第３０号の５までの表備考ウ(ｱ)中「第８７条の２」を「第

８７条の４」に改め、同表第３０号の６及び第３０号の１１の表備考イ(ｱ)中「第８

７条の２」を「第８７条の４」に改め、同表第３０号の１２の表備考(ｱ)中「第８７

条の２」を「第８７条の４」に改め、同表第３１号中「第８７条の２」を「第８７

条の４」に改め、同表第３９号の２の次に次の１号を加える。 

 (39)の３ 建築基準法第５３条第５項の規定に基づく建築物の建蔽率の特例許可

申請手数料 ３３，０００円 

 別表第４０号中「第５３条第５項第３号」を「第５３条第６項第３号」に改め、

同表第４８号の３中「第６７条の３第３項第２号」を「第６７条第３項第２号」に

改め、同表第４８号の４中「第６７条の２第９項第２号」を「第６７条第９項第２

号」に改め、同表第６１号の４の次に次の４号を加える。 

 (61)の５ 建築基準法第８７条の２第１項の規定に基づく既存の一の建築物につ

いて２以上の工事に分けて用途の変更に伴う工事を行う場合の制限の緩和に係

る認定申請手数料 ２７，０００円 

 (61)の６ 建築基準法第８７条の２第２項の規定に基づく既存の一の建築物につ

いて２以上の工事に分けて用途の変更に伴う工事を行う場合の制限の緩和に係

る認定の変更申請手数料 ２７，０００円 

 (61)の７ 建築基準法第８７条の３第５項の規定に基づく建築物の用途を変更し

て一時的に他の用途の建築物として使用する場合の制限の緩和に係る許可申請

手数料 １２０，０００円 

 (61)の８ 建築基準法第８７条の３第６項の規定に基づく建築物の用途を変更し

て一時的に他の用途の建築物として使用する場合の制限の緩和に係る許可申請

手数料 １６０，０００円 

 別表第６２号イ、第６３号、第６５号イ、第６６号、第６８号イ、第６９号、第

７０号イ及び第７１号中「第８７条の２」を「第８７条の４」に改める。 



   付 則 

（施行期日） 

１ この条例は、建築基準法の一部を改正する法律（平成３０年法律第６７号）第

２条の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の三田市手数料条例別表の規定は、この条例の施行の日

以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、

なお従前の例による。 


